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☆知的財産権侵害の公法的救済に関する一考察（上） ⑴

はじめに

　本稿は、知的財産権侵害の公法的手法による救済
の可能性について、現行の法体系を前提にしつつ、
立法論の観点を含めて検討を加えるものである。い
うまでもなく、知的財産法は、権利者の民事上の差
止請求権（特許法100条、実用新案法27条、意匠法

37条、商標法36条、著作権112条等）について規定す
るとともに、民事上の損害賠償請求権に関して、侵
害とみなす行為（特許法101条、実用新案法28条、
意匠法38条、商標法37条、著作権法113条）や損害額
の推定（特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条、
商標法38条、著作権法114条）、過失の推定（特許法
103条〔商標法39条により準用〕、意匠法40条）、査
証制度（特許法105条の２以下）等の規定を設ける
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